
やまぐちマッチングイベント事業企画運営業務に係る質問及び回答 

 

 

 

 

 

【回答】 

 ・ 参加料については、仕様書に記載しているとおり、受託者が、参加者飲食

代及び交流会に含まれるレクリエーション等に要する経費を参加者から徴

収するものです。 

・ 参加料は受託者の収入とし、見積書は支出から参加料を差し引いた形で作

成してください。 

・ なお、差し引く前の支出額が、プロポーザル実施要領記載の予算限度額を

超えても問題ありませんが、差し引いた後の支出額は予算限度額内にして

ください。 

・ 併せて、飲食代は参加者の負担となりますので、飲食代に係る経費は見積

書に明記し、その費用が参加料で賄われていることをお示しください。 

・ 端数調整の関係で、仕様書に記載している参加料の範囲内であれば、飲食

代を若干上回る参加料を徴収しても問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 ・ 委託者に納品ください。 

 ・ 納品場所は１箇所で、プロポーザル実施要領の項番 10に記載している場

所です。 

 

 

 

 

 

【質問１】 

参加料 1000円～2000円は 受託者の収入と考えてよろしいのでしょうか。 

【質問２】 

「委託者に納品するチラシは、委託者の指示した枚数により仕分けるこ

と。」とありますが、仕分けたチラシはどちらに納品すればよろしいでしょう

か。1箇所でしょうか？複数箇所でしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 「若年者が利用する店舗へのチラシの配布」については、独身者に効果的

な周知・ＰＲを提案・実施する手法の１つの例示として記載したものであり、

どのような手法をとられるかは、企画提案者にてご検討ください。 

・ 企画提案によるものですので、配布場所は決まっていません。 

・ なお、企画提案者が配布の提案をした場合は、10,000枚のチラシに 1,000

枚程度の予備はありますが、配布される部数によって別印刷になるかどうか

対応が異なります。 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 会場は受託者に選定いただきます。 

・ 当イベントは、県内のどこに住んでいても参加しやすいように、県内各地

で実施することとしており、１つの会場での複数回の開催は不可です。 

 

 

 

【質問３】 

「若年者が利用する店舗へのチラシの配布」とありますが、この店舗用チ

ラシは印刷した 10000枚に含まれますでしょうか。別印刷でしょうか。 

配布場所は決まっているのでしょうか。 

【質問４】 

セミナーは男女同じ内容でもよろしいでしょうか。 

【質問５】 

西部、中部、東部地域内の各場所で、会場を受託者側で任意に選定するので

しょうか。同一会場の開催は一回でしょうか。 



 

 

 

 

 

【回答】 

・ 仕様書に記載している回数以上の開催は認めません。 

・ 仕様書記載の回数を実施してください。 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 問題ありません。 

・ ただし、会場となる部屋や駐車場が広く、送迎バスの手配が可能であり、

参加定員を上回る申込みがあった際に、一定程度の定員の枠を拡充するこ

とが可能と考えられることから、「原則、式場またはホテル」としておりま

す。 

・ 上記の主旨を踏まえて、多くの方にとって出会いのきっかけとなり、魅力

的なイベントになるように、式場やホテル以外の会場をご提案いただくこ

とは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問６】 

指定された回数以上の開催は可能でしょうか。 

【質問７】 

「原則、式場またはホテル」と書かれていますがそれ以外の場所も可能で

しょうか。 



 

 

 

 

 

 
 

【回答】 

・ 令和５年度のイベントの開催実績は以下のとおりです。 

・ 令和５年度以前については、参考としてリーフレットを添付しますので、

ご参照ください。 
 

《１回目》 

日 時 令和５年１１月５日（日）１１：３０～１４：３０ 

場 所 山口市（山口グランドホテル） 

参加費 男女とも５，０００円 

対象･定員 ２０歳～３９歳 独身男女各２５名 

参加者等 参加者４１名（男性１９名、女性２２名） 

カップル成立数 ３組 

内 容 食事デート攻略！ 

（テーブルマナーを学んで、ﾎﾃﾙﾗﾝﾁｺｰｽを楽しもう！） 

○セミナー「デートのためのテーブルマナー」 

 講師：ＹＩＣ情報ビジネス専門学校 ホテルブライダル科 

    学科長 豊田 菜摘氏 

○交流会（自己紹介、お見合い回転ずし、ゲーム、 

フリータイム） 

 

《２回目》 

日 時 令和５年１２月１０日（日）１３：３０～１６：３０ 

場 所 下関市（マリアージュ下関） 

参加費 男女とも３，０００円 

対象･定員 ３０歳～４９歳 独身男女各２５名 

参加者等 参加者８１名（男性３７名、女性４４名） 

カップル成立数 ７組 

 ※会場側と対応可能な参加人数を調整の上、 

定員を超える参加人数でイベントを実施した。 

【質問８】 

過去に県で実施された婚活イベントのイベント概要(イベントタイトル、セ

ミナータイトル、セミナー講師、参加料金など)、参加人数の実績、カップル

成立数の実績を教えていただくことは可能でしょうか。 



内 容 スイーツ好きにお勧め！ 

（スイーツビュッフェで甘～い出会い！） 

○セミナー「パーティ直前婚活必勝セミナー」 

 講師：ＮＰＯ法人花婿学校 代表 

    一般社団法人 日本婚活ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会 代表理事 

    婚活コンサルタント 大橋 清朗氏 

○交流会（自己紹介、グループトーク、ゲーム、フリータイム） 

 

《３回目》 

日 時 令和６年３月９日（土）１１：３０～１５：００ 

場 所 周南市（ORANGE CAFE） 

参加費 男女とも３，０００円 

対象･定員 ２０歳～４９歳 独身男女各２５名 

参加者等 参加者５３名（男性２８名、女性２５名） 

カップル成立数 ５組 

内 容 ランチバイキング 

（駅近カフェで新しい出会いを見つけよう！） 

○セミナー「理想のパートナーの見つけ方」 

 講師：結婚相談所 CHACHADOヴィオレ 

代表 門脇 まゆみ氏 

○交流会（自己紹介、お見合い回転ずし、ゲーム、 

フリータイム） 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

【回答】 

・ 参加することは可能です。 

 ・ ただし、参加定員を超える申込みがあった場合は、同一の参加者以外の参

加を優先してください。 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 食べ物の提供は必須ではありません。 

・ イベントは３時間程度を想定していますので、飲み物は必ずご提供くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 講師と司会を別に行う場合の基準は、特にありません。 

・ 講師が司会も兼務することを原則と考えていますが、企画提案者から、講

師と司会を別の方に依頼する提案を行うことも可能です。 

・ なお、セミナーで講演を行った講師が、交流会の司会を務めることで、セ

ミナーで話した内容が一連となり、参加者同士の交流が活発になることを

想定しています。 

・ また、セミナーが３０分程度と短時間であること、兼務にして謝金の金額

を抑えた分、広報経費等に充当することが可能であることから、原則兼務と

しています。 

 

【質問９】 

同一の参加者が複数回、参加できるのでしょうか。 

【質問１０】 

食べ物、飲み物の提供は必須でしょうか。 

【質問１１】 

「セミナー講師が司会も兼務が原則」とありますが別に行う場合の基準は

なんでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 規定やフォームは特にございません。 

・ プロポーザル実施要領の見積に関する事項の記載内容をご確認の上、企画

提案者にて作成をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ フォームは特にございません。 

・ プロポーザル実施要領の業務遂行能力に関する事項の記載内容をご確認

の上、企画提案者にて作成をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 仕様書に記載しているとおり、参加料は総額で 1,000円～2,000円として

ください。 

 

 

 

 

 

【質問１２】 

見積で会場費、運営費、料飲など分類の規定はありますでしょうか。フォー

ムがございましたらいただけるのでしょうか。 

【質問１３】 

上記同様に実施管理体制の作成フォームはございますでしょうか。 

【質問１４】 

仕様書４の(1)の参加費について、「セミナー＆交流会について、参加費及

び交流会に含まれるレクリエーション等に要する経費は参加者から徴収する

こと」と記載はありますが、飲食代 1,000円～2,000円プラスレクリエーショ

ン費として 500 円など、参加費は 2,000 円以上になってもよろしいでしょう

か。 



 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 受託者のスタッフ等が補助に入る形をどのようにイメージされているかわ

かりませんが、運営スタッフが司会役を担うことは認めません。 

・ ただし、講師が司会役を担い、そのサポートとしてスタッフが、全体の進行

等を補助されることは問題ありません。 

 

 

【質問１５】 

講師の方に講師兼司会が負担になる場合、受託者のスタッフ等が補助に入

る形はよろしいでしょうか。 


